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平成２９年７月２７日判決言渡 

平成２９年(行ケ)第１００３０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年５月２５日 

            判      決 

   

       原      告    オルガノサイエンス株式会社 

        

       同訴訟代理人弁理士    山   本   健   男 

 

       被      告    オ ル ガ ノ 株 式 会 社 

        

       同訴訟代理人弁護士    永   島   孝   明 

                   安   國   忠   彦 

                   朝   吹   英   太 

                   安   友   雄 一 郎                                    

長 谷 川    靖 

 野 中 信 宏 

       同訴訟代理人弁理士    若   山   俊   輔 

                   矢 野 卓 哉 

                   平 尾 和 女 

            主      文 

      １ 原告の請求を棄却する。 

      ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由  

第１ 原告の求めた判決 

 特許庁が，無効２０１６－８９００３６号事件について平成２８年１２月２０日
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にした審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は，商標登録無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は，①

原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性（商

標法４条１項１１号）の有無及び②本件商標についての被告の業務に係る商品又は

役務と混同を生じるおそれ（同項１５号）の有無である。 

 １ 本件商標 

 原告は，下記の本件商標の商標権者である（甲１，２）。 

 

      ＯＲＧＡＮＯ ＳＣＩＥＮＣＥ  （標準文字） 

 

① 登録番号  第５４１７０５７号 

② 出 願 日  平成２２年６月１６日 

③ 登録査定日 平成２３年５月１３日 

④ 登 録 日  平成２３年６月１０日 

⑤ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 

設定登録時の指定商品及び指定役務は，第１類「芳香族有機化合物，脂肪族有機

化合物，有機ハロゲン化物，アルコール類，フェノール類，エーテル類，アルデヒ

ド類及びケトン類，有機酸及びその塩類，エステル類，窒素化合物，異節環状化合

物，有機リン化合物，有機金属化合物，化学剤，原料プラスチック，有機半導体化

合物，導電性有機化合物」及び第４０類「有機化合物・化学品・原料プラスチック

の合成及び加工処理」であったが，その後，指定商品中の第１類「化学剤，原料プ

ラスチック」については，平成２８年３月１８日受付の一部放棄により，また，指

定役務中の第４０類「化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理」については，

同年６月１７日受付の一部放棄により，それぞれその登録の一部が抹消された（甲

２，２０９，２１０）。 
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 ２ 特許庁における手続の経緯等 

 被告は，平成２８年５月３１日，特許庁に対し，本件商標が商標法４条１項１１

号及び同項１５号に該当するとして，商標登録無効審判請求をした（乙１，無効２

０１６－８９００３６号）。 

 特許庁は，平成２８年１２月２０日，「登録第５４１７０５７号の登録を無効と

する。」との審決（本件審決）をし，その謄本は，平成２９年１月４日，原告に送

達された。 

 ３ 本件審決の理由の要点 

  (1) 引用商標(以下，下記引用商標１及び２を総称して「引用商標」という。) 

ア 引用商標１（甲３，４） 

       

① 登録番号  第１４９０１２０号 

② 出 願 日  昭和５１年４月５日 

③ 登 録 日  昭和５６年１１月２７日 

④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 

 設定登録時の指定商品は，第１類「化学品（他の類に属するものを除く）」であっ

たが，昭和５７年７月２６日に「無機工業薬品，有機工業薬品，のりおよび接着剤」

について放棄による一部抹消の登録がされ，平成１４年１０月９日に残余の指定商

品について，指定商品を第１類「界面活性剤，化学剤」とする書換登録がされた。  

イ 引用商標２（甲４，５） 

                                                  

① 登録番号  第１４９０１１９号 

② 出 願 日  昭和５１年４月５日 

③ 登 録 日  昭和５６年１１月２７日 
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④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 

設定登録時の指定商品は，第１類「化学品（他の類に属するものを除く）」であっ

たが，昭和５７年７月２６日に「無機工業薬品，有機工業薬品，のりおよび接着剤」

について放棄による一部抹消の登録がされ，平成１４年１０月１６日に残余の指定

商品について，指定商品を第１類「界面活性剤，化学剤」とする書換登録がされた。  

  (2)  引用商標及び「オルガノ」又は「ＯＲＧＡＮＯ」の文字からなる商標（以

下，「オルガノ」又は「ＯＲＧＡＮＯ」の文字からなる商標を「被告商標」というこ

とがある。）の周知著名性について 

被告は，総合水処理エンジニアリング会社として我が国大手の企業であり，その

グループ会社は，これに関連した商品の製造，販売，役務の提供その他幅広い分野

において営業活動を展開しており，「オルガノ」及びその英語表記である「ＯＲＧＡ

ＮＯ」の表示は，被告の略称を表示するものとして，また，被告のハウスマークを

表示するものとして，本件商標の登録出願日前から，我が国の産業界で広く知られ

ていたと認められる。 

被告の作成・発行に係る総合カタログ及び各種商品の個別カタログには，その表

紙に，下記使用商標１又は２（以下，これらを総称するときは「使用商標」という。）

が表示されている。 

使用商標１   

                       

使用商標２   
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使用商標１又は２における図形部分と「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」の文字

部分とは，外観，観念及び称呼の点からみて，これらを常に一体のものとして把握，

認識しなければならない特段の理由は存在しないから，それぞれ独立して自他商品

及び役務の識別機能を果たし得るというべきである。 

さらに，被告の主たる業務である水処理装置事業には，当該事業を遂行する上で

イオン交換樹脂などの水処理薬品等が不可欠な存在であり，また，被告も化学・薬

品に関する技術開発に力を入れ，そのことがしばしば新聞等で報道されていること

などの事実が認められる。 

 そうすると，「オルガノ」及びその英語表記である「ＯＲＧＡＮＯ」の表示からな

る被告商標は，被告の主たる業務に係る純水製造装置，超純水製造装置，排水処理

装置等の製造，販売を含む水処理装置事業並びに当該事業と密接に関係するイオン

交換樹脂，水処理薬品等の製造，販売を含む薬品事業を表示するものとして，本件

商標の登録出願日前から，我が国の半導体メーカーなどの電子産業，化学・食品，

原子力発電所，発電所等の関連分野において，その取引者，需要者の間に広く認識

され，その著名性は，本件商標の登録査定日においても継続していたものと認めら

れる。  

 (3) 無効理由１（商標法４条１項１１号該当性）について 

ア 商標の類否 

 本件商標の「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」の各文字の間には１文字程度

の間隔があり，これらの文字は，外観上分離して看取されやすい上，「オルガノサイ

エンス」の称呼は，やや冗長である。また，本件商標中の「ＳＣＩＥＮＣＥ」の文

字部分は，「科学」を意味する英単語として我が国において広く知られているもので

あり，その指定商品・指定役務に照らしても，さほど強い識別機能を有しない。こ

れに対し，本件商標中の「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分は「有機の」を意味する英単

語であるところ，その片仮名表記である「オルガノ」の語は，本件商標の登録出願

時において，我が国において一般によく知られていない語と認められる。 
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 そうすると，本件商標を構成する「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」の各文

字の間には，その有する意味の浸透の程度及び識別力の点において，極めて大きな

差異がある。「ＯＲＧＡＮＯ」及び「オルガノ」の文字からなる引用商標は著名であ

ることも考慮すると，本件商標中の「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分は，取引者，需要

者に対し，商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える。 

 したがって，本件商標は，その構成中の「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分が要部とい

うことができるから，その構成文字全体を称呼した場合の「オルガノサイエンス」

の称呼のほか，その要部である「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分から，単に「オルガノ」

の称呼をも生ずるものであって，特定の観念を有しない。  

他方，「ＯＲＧＡＮＯ」の文字からなる引用商標１は，その構成文字に相応して，

「オルガノ」の称呼を生ずるものであり，特定の意味合いを有しない造語である。

また，「オルガノ」の文字からなる引用商標２は，その構成文字に相応して，「オル

ガノ」の称呼を生ずるものであり，引用商標１と同様，造語である。  

 本件商標の要部「ＯＲＧＡＮＯ」は，引用商標１と観念においては比較すること

はできないが，外観において類似し，引用商標と「オルガノ」の称呼を共通にする

ものであるから，本件商標と引用商標は，類似する商標というべきである。  

イ 指定商品の類否 

 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は，いずれも「化学剤」を含んでいる

点において共通する。なお，本件商標の登録査定後に「化学剤」等の商標権は放棄

によりその登録が抹消されているが，商標法４条１項１１号に基づく類否判断の基

準時は商標の登録査定時であるから（同条３項），「化学剤」が本件商標の登録査定

時において指定商品中に含まれていた以上，その後の上記登録抹消は，指定商品の

類否判断に影響を及ぼさない。  

ウ 小括 

本件商標と引用商標とは類似し，両商標の指定商品中にはいずれも「化学剤」を

含んでいることから，本件商標は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたも
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のである。 

  (4) 無効理由２（商標法４条１項１５号該当性）について 

ア 本件商標と被告商標との類似性の程度  

本件商標と被告商標は，前記のとおり，外観又は称呼において類似する商標であ

る。 

イ 被告商標の周知著名性  

被告商標は，被告の略称及びハウスマーク並びに被告の業務に係る水処理装置事

業及び水処理薬品等を含む薬品事業を表示するものとして，本件商標の登録出願日

及び登録査定日の時点において，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されてい

たものである。   

ウ 被告商標の独創性の程度 

英単語「ｏｒｇａｎｏ」及びその片仮名表記の「オルガノ」の語は，「有機の」を

意味するものとして，我が国の国民一般の間に広く浸透しているものとは認めるこ

とができないから，被告商標は，独創性が極めて高いとはいえないものの，独創性

が備わっていないともいうことができない。  

エ 商品間又は役務と商品の関連性並びに需要者及び取引者の共通性 

被告は，総合水処理エンジニアリング会社として，水処理装置事業とこれに密接

に関連する薬品事業を柱とする企業である。被告は，薬品関連の事業では，水処理

薬品，イオン交換樹脂，食品添加物等の化学品の製造，販売や様々な有機化合物や

無機化合物を含む，重金属固定剤，洗浄剤，除菌剤，消臭剤，消泡剤，非イオン性

界面活性剤除去剤，高分子凝集剤，不純物除去剤，給水用防錆剤，過酸化水素分解

剤，次亜塩素酸ナトリウム剤，燃料添加剤，ボイラ処理剤，防食剤，冷却水処理剤

等の製造，販売を行っている。その需要者は，半導体や液晶等の電子産業をはじめ，

用水製造や排水処理等の水処理プラント又は中・小型装置，水処理薬品等の化学剤

等を必要とする各種製造業，サービス業，発電所，国の機関，自治体，一般消費者

等である。  
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 一方，本件商標の指定商品及び指定役務は，様々な種類の有機化合物に係る商品

並びにその合成及び加工処理に係る役務であり，その需要者は，指定商品である化

合物を製品原料として，又はこれらを合成及び加工処理したものを必要とする各種

製造業者であって，特に，指定商品中の「有機半導体化合物，導電性有機化合物」

の需要者は，有機半導体材料や有機ＥＬ材料を使用する電子産業であるといえる。  

 そうすると，本件商標の指定商品及び指定役務と被告の事業に係る商品及び役務

は，いずれも化学品の分野に属する商品及び役務である点において一致し，加えて，

本件商標の指定商品は，被告の業務に係る薬品の原材料となり得るものが多く含ま

れているといえるから，両者は，極めて関連性の高い商品及び役務というべきであ

る。また，需要者においても，化合物を原料として必要とする製造業者は，水処理

設備又は水処理装置，水処理用化学剤を必要とする製造業者でもあり，特に，電子

産業分野であるという点において，共通する場合が多いといえる。  

オ 被告の多角経営   

被告は，平成２３年３月の時点において，子会社２１社，関連会社２社及び東ソ

ー（親会社）で構成されるグループを形成し，主力事業である水処理装置事業と薬

品事業の技術力を活かして，化学工学及び工業化学分野での広範な事業を行う一方，

工業薬品類の販売，水処理機器類の販売，食品素材，添加物，栄養補助食品等の開

発，製造，販売，工場排水処理設備の製造，販売等を行うなど多角的な経営を行っ

ている。   

カ 小括   

 以上を総合すると，本件商標をその指定商品及び指定役務中の「化学剤」以外の

指定商品及び指定役務について使用するときは，その取引者，需要者に直ちに被告

商標を想起，連想させ，当該商品及び役務が，被告との間にいわゆる親子会社や系

列会社等の緊密な営業上の関係又は同一表示による商品化事業を営むグループに属

する関係にある者の業務に係る商品及び役務であると誤信され，商品及び役務の出

所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。  
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 したがって，本件商標は，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれが

ある商標」に該当する。 

   結論 

 本件商標の登録は，商標法４条１項１１号及び同項１５号に違反してされたもの

というべきであるから，同法４６条１項１号の規定により，その登録を無効とすべ

きものである。   

第３ 原告の主張 

 １ 取消事由１（無効理由１についての判断の誤り） 

  ⑴ 本件商標と引用商標との類否について 

 結合商標の構成部分の一部を抽出し，その部分のみを他人の商標と比較して商標

の類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し，商品又は役務の出所

識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部

分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，

許されない。 

 審決は，結合商標である本件商標のうち，「ＯＲＧＡＮＯ」という部分が出所識別

標識として強く支配的な印象を与えるので，この部分が要部であるとした上で，本

件商標の要部と引用商標とを対比し，両商標は類似すると判断したが，以下のとお

り，審決の判断は誤りである。 

   ア 「ＯＲＧＡＮＯ」について 

 審決は，本件商標のうち，「ＯＲＧＡＮＯ」という部分が出所識別標識として強く

支配的な印象を与えるとするが，「ＯＲＧＡＮＯ」という語は，「器官」，「有機の」

という意味を有する英語の接頭語である。この語は，新英和大辞典（昭和４６年印

刷）にも，「器官」，「有機の」を意味する連結形として掲載されており，「ｏｒｇａ

ｎｏａｌｕｍｉｎｕｍ ｃｏｍｐｏｕｎｄ」など，化合物名としても多用されてい

る。 

 「ＯＲＧＡＮＯ」の片仮名表記である「オルガノ」という語は，広辞苑等の辞書
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に登載されていないとしても，「オルガノ」に近い「オルガン」，「オルガニズム」な

どの語は辞書に登載されている上，「ａｑｕａ」，「ｂｙ」，「ａｕｄｉｏ」など，一般

的によく知られた使用頻度の高い接頭語が辞書に登載されていないことは少なくな

い。また，一般的に，「有機の」を意味するものとして，「オルガノクレイ」や「オ

ルガノギルド」が，それぞれ「有機粘土」，「有機野菜」を意味するものとして使用

されているなどしているのであり，「オルガノ」という接頭語の意味が社会一般に十

分に浸透していないとはいえない。 

 さらに，被告の商号は，被告の製造したイオン交換樹脂が「有機ゼオライト ｏｒ

ｇａｎｉｃ ｚｅｏｌｉｔｅ」と呼ばれ，その略名が「オルガノライト ｏｒｇａ

ｎｏｌｉｔｅ」であったことに由来しているが，このことは，被告が「有機の」と

いう意味を込めて，その商号を命名したことを意味している。 

 このように，本件商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」という部分は，「有機の」又は「器

官」を意味する一般的な英単語にすぎず，後記のとおり，引用商標が薬品分野では

周知，著名とはいえないことも考慮すると，この部分が出所識別標識として強く支

配的な印象を与えるものではない。 

   イ 「ＳＣＩＥＮＣＥ」について 

 「サイエンス」又は「ＳＣＩＥＮＣＥ」を単独又は他の語と組み合わせた登録商

標は多数存在しており，とりわけ，指定商品である化合物又は薬品との関係におい

ては，「ＳＣＩＥＮＣＥ」という文字から出所識別標識としての称呼，観念が生ずる。

仮に「ＯＲＧＡＮＯ」が一般的には浸透して使用されていない語であるとすれば，

むしろ，取引者，需要者は「ＳＣＩＥＮＣＥ」の部分に注意をひかれることになる。 

   ウ 本件商標を分離観察することの適否について 

以上のとおり，本件商標を構成する「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」は，

いずれも一般的な英単語であり，我が国における浸透の程度及び識別力において差

異はない。本件商標は，「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」とを標準文字として

一連一体に表したものであり，文字の種類，書体，大きさ及び色彩は同一であり，
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「オルガノサイエンス」という称呼も一呼吸で発音することができる。また，本件

商標は，全体として「有機の科学」との観念が生ずるものであり，意味合いとして

も一体不可分である。 

 そうすると，本件商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」という部分を要部として抽出して

引用商標との類否判断をすることは許されず，引用商標と比較すべき対象は，本件

商標全体である。 

   エ 本件商標と引用商標との対比判断 

全体としての本件商標と引用商標とを対比すると，本件商標から生じる「オルガ

ノサイエンス」という称呼と引用商標から生じる「オルガノ」という称呼とは異な

り，外観も判然と区別することができる。また，本件商標が「有機の科学」の観念

を生じるのに対し，引用商標は「器官」，「有機の」という意味合いを想起させるも

ので，観念も異なる。このように，本件商標と引用商標は，称呼，外観，観念のい

ずれの点からしても，類似していない。 

  ⑵ 指定商品等の類否について 

本件商標と引用商標が類似しているとしても，引用商標は，その指定商品の一部

である「無機工業薬品，有機工業薬品，のりおよび接着剤」について商標権の抹消

登録がされ，その後，指定商品を「界面活性剤，化学剤」とする書換がされている。

被告が一部権利放棄した「無機工業薬品，有機工業薬品」の領域は広範であり，引

用商標の指定商品である「化学剤」は，抹消された無機工業薬品，有機工業薬品に

含まれる。そうすると，引用商標は，指定商品のないいわば空権化した商標であり，

本件商標と引用商標の指定商品がいずれも「化学剤」を含むとしても，商標法４条

１項１１号により本件商標が無効とされることはない。 

⑶ 審決のその他の問題点 

「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」は，「有機の」又は「器官」という意味を有す

るので，指定商品等の品質，効能自体を表示するものである。このように商品の品

質，効能を意味する語を用いた商標については，商標法２６条に規定する商標権の
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効力が及ばないものとして後願排除効を制限すべきである。 

 ⑷ 結論 

したがって，本件商標が商標法４条１項１１号に違反して登録されたものである

との審決の判断は誤りである。 

 ２ 取消事由２（無効理由２についての判断の誤り） 

審決は，本件商標は，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれがある

商標」に該当すると判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。 

  ⑴ 本件商標と引用商標との類似性の程度について 

前記のとおり，本件商標と引用商標とは類似していないので，出所の混同は生じ

ることはない。 

  ⑵ 被告商標の周知著名性について 

 被告商標は，仮に水処理装置の分野において周知であったとしても，薬品の分野

においては，周知，著名ではない。被告は，親会社を東ソーとするグループ会社の

一員であるが，被告は東ソーグループのエンジニアリング関係グループに属し，薬

品事業には属していない。被告の薬品事業は，水処理装置分野に比較して売上高も

低く，その事業規模は必ずしも大きいといえない。 

被告が行ってきた宣伝広告は，一般的な企業活動の一環にすぎず，カタログ，新

聞記事その他のものの積み重ねにより被告商標が周知，著名となるものではない。

被告の広告のうち，例えば，新聞紙上に掲載した題字広告には「ＯＲＧＡＮＯ」の

表示はなく，被告が取り扱う薬品類を表示しているものも見当たらない。 

被告が広告等に掲載していた使用商標は，水玉模様の図形と「ＯＲＧＡＮＯ」又

は「オルガノ」という文字との組合せからなるものであり，取引者，需要者は，そ

の文字部分よりも図形部分に注意をひかれると考えられるので，被告の行った広告

等により，「ＯＲＧＡＮＯ」等の文字のみからなる被告商標が周知，著名となったと

はいえない。 

さらに，被告商標は，特許情報プラットフォームの「日本国周知，著名商標」に
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も掲載されておらず，「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」についての登録防護標章も

存在しない。 

 ⑶ 被告商標の独創性について 

被告商標は，「有機の」又は「器官」を意味する英語の接頭語を文字にしたもの

にすぎず，独創性はない。  

  ⑷ 商品間又は役務と商品の関連性について 

前記のとおり，本件商標の指定商品は，そのすべてが，引用商標について被告が

権利放棄した「無機工業薬品，有機工業薬品」に含まれるものであるから，引用商

標の指定商品には原告の業務に係る商品等は全く含まれない。 

 また，本件商標の指定商品と被告の工業薬品を比較すると，被告の商品は，工業

薬品の混合物であり，顧客の商品を生産する過程で使用され，廃棄されるものであ

るのに対し，原告の商品は，単一の有機化合物であり，そのほぼ全てが原告の顧客

の商品に納められ，その一部となっている。このように，本件商標の指定商品と被

告の製造する商品は，その性質，用途及び目的が全く異なる。 

  ⑸ 取引者，需要者の共通性その他取引の実情について 

 原告の生産品である有機工業薬品の大部分は，取引者，需要者の商品に組み込ま

れ，その商品の品質に大きく影響する。原告は，宣伝広告をしていないので，取引

者，需要者は，原告の評判を聞き，相当の注意を払って原告の生産能力，安全性等

を事前に調査した上で，原告に対して取引を申し込む。そして，原告は，取引者，

需要者と取引の前に打合せを行い，供給する有機化学材料の構造，純度等を予め定

めている。原告の取引者，需要者は，原告が被告とは何ら関係のない別の会社であ

ることは明確に認識した上で，原告との取引関係に入るのであるから，狭義及び広

義の出所の混同は生じ得ない。 

 このように，水処理関係に係る分野は極めて広く，その分野において共通する取

引者，需要者は多く存在するのであるから，その共通性を論じる意味はなく，取引

の実情に注目して判断すべきである。 
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⑹ 多角経営について 

 多角経営については，被告のみならず多くの企業で展開している。原告の上記の

取引形態に照らすと，被告が多角経営を行っているとしても，広義の混同は生じ得

ない。 

 ⑺ 結論 

したがって，本件商標が商標法４条１項１５号に違反して登録されたものである

との審決の判断は誤りである。 

第４ 被告の主張 

 １ 取消事由１（無効理由１についての判断の誤り）に対し 

 ⑴ 本件商標と引用商標との類否について 

以下のとおり，本件商標と引用商標とが類似しているとの審決の判断は相当であ

る。 

   ア 「ＯＲＧＡＮＯ」について 

「ＯＲＧＡＮＯ」及び「オルガノ」の各文字については，それ自体独立した言語

として掲載した辞書は存在せず，一般用語としては認識されていない創造商標であ

る。「有機の」を表す接頭語としての意味があるのは，「ｏｒｇａｎ」という部分で

あり，「有機の」の意味を有する英語としては，「ｏｒｇａｎｉｃ」という語が広く

使用されている。「ＯＲＧＡＮＯ」は，他の文字と組み合わせて単語を形成すること

により，「有機の」の意味が生じることがあるとしても，そのような形での使用が一

般的に浸透しているとはいえず，むしろ，被告の事業を示すものとして自他商品・

役務の識別力を発揮している。 

イ 「ＳＣＩＥＮＣＥ」について 

「ＳＣＩＥＮＣＥ」からなるアルファベット文字は，「科学」等の意味を有する英

語であり，その片仮名表記である「サイエンス」は外来語として広辞苑にも掲載さ

れるなど，日本人の間に広く定着していることから，自他商品・役務の識別力を有

しない。 
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ウ 本件商標を分離観察することの適否について 

本件商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」の部分と「ＳＣＩＥＮＣＥ」の部分は，スペー

スを介して明確に分離されているし，本件商標から生ずる「オルガノサイエンス」

の称呼は冗長である。そして，「ＯＲＧＡＮＯ」については，一般用語としては認識

されていない創造商標であり，被告の薬品事業を示すものとして自他商品・役務の

識別力を強く発揮している一方，「ＳＣＩＥＮＣＥ」については，「科学」等を意味

する外来語として日本人の間に定着しており，自他商品・役務の識別力に乏しい。

そうすると，本件商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」の部分を要部として抽出して引用商

標と対比することが相当である。 

   エ 本件商標と引用商標との対比判断 

本件商標の「ＯＲＧＡＮＯ」という部分と引用商標とを対比すると，類似してい

ることは明らかである。 

 ⑵ 指定商品等の類否について 

本件商標及び引用商標の指定商品中にはいずれも「化学剤」が含まれるので，両

商標の指定商品・役務は類似しているとの審決の判断は相当である。 

なお，原告は，引用商標は「空権化」した商標であると主張するが，引用商標に

ついては，いずれも，指定商品を第１類「界面活性剤，化学剤」とする書換登録が

され，現に有効に存続しているのであり，「空権化」したものではない。 

 ⑶ 審決のその他の問題点 

 商標法２６条が規定する商標権の効力が及ばないとの被告の主張の法的論拠は不

明であるが，被告商標は，指定商品の品質，効能を普通に用いられる方法で表示す

るもの（同法２６条１項２号）には該当しない。 

 ⑷ 結論 

したがって，本件商標の登録は，商標法４条１項１１号に違反してされたもので

あり，その登録を無効とすべきものであるとの審決の判断は相当である。 

 ２ 取消事由２（無効理由２についての判断の誤り）に対し 
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  ⑴ 本件商標と引用商標との類似性の程度について 

 前記のとおり，本件商標と引用商標は類似している。 

  ⑵ 被告商標の周知著名性について 

 被告は，７０年にわたり継続的に宣伝広告等を行ってきた結果，被告商標は，著

名となり，その著名性は，本件商標の登録査定日に至るまで継続していた（甲６～

２１，３０～１３３，１３５，１３９〔枝番を全て含む。以下，枝番のあるものは，

特に記載しない限り，枝番を全て含む。〕）。 

 商標法４条１項１５号の著名性の判断は，本件商標の指定商品等の分野に限定し

てその著名性が問題となるものではない。仮に薬品分野における周知著名性が必要

とされたとしても，被告の薬品事業の売上高は１３１億７６００万円であって，そ

れのみをもっても大規模である上，被告の水処理装置事業と薬品事業はその性質上

区分し難い密接な関連性を有しているので，水処理装置事業の宣伝広告を通じて，

被告の薬品事業もまた周知，著名となっている。 

 被告は，「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」の文字からなる使用商標を宣伝広告等

に使用しているが，称呼を生じる部分は文字部分であり，図形部分が文字部分に比

べて格段に大きく目立つ態様で表示されているものでもない。このため，使用商標

の要部はその文字部分であり，図形部分とは独立して出所識別標識としての機能を

果たしている。  

 さらに，「日本国周知，著名商標」は，我が国の周知，著名商標の全てを網羅した

ものではなく，また，防護標章登録がされていないことをもって，被告商標が著名

ではないという結論が導かれるものでもない。 

 ⑶ 被告商標の独創性について 

「ＯＲＧＡＮＯ」及び「オルガノ」の各文字については，一般用語としては認識

されておらず，引用商標は創造商標である。 

  ⑷ 商品間又は役務と商品の関連性について 

 被告の製造，販売する水処理薬品の多くは，本件商標の指定商品である様々な種
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類の有機化合物又は指定役務によって製造される有機化合物を混合することにより

得られるものであり，実際上，被告は，本件商標の指定商品に属する有機化合物を

主成分とする製品を製造，販売している（甲３６，３７，４８，５１，５３，５４，

５６，６２，６５～６８，７１，７４，７８，７９）。このように，被告に係る商品

と本件商標の指定商品・役務とは密接不可分に関連している。 

 なお，原告は，本件商標の指定商品は，その全てが被告が一部権利放棄した「無

機工業薬品，有機工業薬品」に含まれることなどを指摘するが，商標法４条１項１

５号は「他人の業務に係る商品又は役務」との混同を要件としているのであり，登

録商標の存在が要件となるものではないから，同号該当性を否定する根拠とはなら

ない。 

  ⑸ 取引者，需要者の共通性その他取引の実情について 

 被告が営む水処理装置事業の取引者，需要者は，用水製造や排水処理等の水処理

プラント又は中・小型装置，水処理薬品等の化学剤等を必要とする各種製造業，サ

ービス業，発電所，国の機関・自治体，一般消費者等である。他方，本件商標の指

定商品の取引者，需要者は，指定商品である化合物を製品の原料等として必要とす

る各種製造業者であり，このような製造業者は，水処理設備又は水処理装置，水処

理用化学剤を必要とする製造業者である。このように，被告の事業及び本件商標の

取引者，需要者とは，その多くが共通している。 

 これに対し，原告は，顧客が原告と特定して取引を行うので混同のおそれはない

などと主張するが，広義の混同の有無は，その商標を指定商品等に使用したときに，

同一の表示による商品化事業を営むグループに属する営業主の商品等と誤信される

かどうかにより客観的に判断されるべきであり，原告が主張するような個別の事情

を考慮すべきではない。また，取引者，需要者が，原告の生産能力等を事前に調査

し，原告を特定して取引を行うとは限らない。 

⑹ 多角経営について 

 被告は，化学工業等の分野で広範な事業を行っているほか，これと関連する分野
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の事業を行う子会社・孫会社を多数有し，これらの子会社・孫会社のほとんどにお

いて，被告のグループ企業であることを示すため，その商号中に「オルガノ」の文

字を含んでいる。本件商標の指定商品・役務と被告の事業に係る商品・役務とは密

接に関連しているので，被告が「オルガノサイエンス」という子会社を設立し，有

機化合物等の事業を行っていると誤信される可能性は高い。 

 ⑺ 結論 

したがって，本件商標の登録は，商標法４条１項１５号に違反してされたもので

あり，その登録を無効とすべきものであるとの審決の判断は相当である。 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 引用商標及び被告商標の周知著名性について 

 引用商標及び被告商標の周知著名性について，まず判断する。 

   前提となる事実 

 下記に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によると，次の各事実を認めることができ

る。 

   ア 被告の概要 

被告は，昭和２１年に株式会社日本オルガノ商会として設立され，昭和４１年に

現在の「オルガノ株式会社」に商号を変更した。被告の商号の英訳名は，「ＯＲＧＡ

ＮＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ」であり，「オルガノ」及びその英語表記である「Ｏ

ＲＧＡＮＯ」は，被告設立以来，被告のハウスマークとして使用している。（甲６）  

 イ 被告の事業の内容 

被告は，昭和５０年代から６０年代にかけて，我が国における半導体産業の急成

長に伴い，その製造に不可欠な超純水の製造装置を半導体製造企業に納品したこと

から急成長を遂げ，現在は，総合水処理エンジニアリングに関する産業分野におけ

る最大手企業の一つである。被告の主たる事業分野は，水処理エンジニアリング事

業と薬品事業を含む機能商品事業であり，具体的には，産業用水処理設備，上下水

道関連設備，環境関連設備，地下水・土壌浄化関連設備，産業プロセス関連設備，
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標準型水処理機器関連設備，水処理関連薬品，食品添加剤，サービス事業等である。

（甲７～２２） 

被告の事業のうち，薬品事業については，水処理装置事業を遂行する上で不可欠

な水処理薬品を中心とするものであり，被告は，様々な有機化合物や無機化合物を

含む，重金属固定剤，洗浄剤，除菌剤，消臭剤，消泡剤，非イオン性界面活性剤除

去剤，高分子凝集剤，不純物除去剤，給水用防錆剤，過酸化水素分解剤，次亜塩素

酸ナトリウム剤，燃料添加剤，ボイラ処理剤，防食剤，冷却水処理剤等の製造，販

売を行っている。（甲１６，３１～７７） 

被告の商品・役務の取引者，需要者は，超純水を大量に必要とする半導体や液晶

等の電子産業をはじめ，用水製造や排水処理等の水処理プラント，各種製造業，サ

ービス業，発電所，国の機関，自治体，一般消費者等である。（甲７～２２） 

   ウ 被告の事業規模及び市場占有率等 

 被告の事業の売上高は，本件商標の登録出願日（平成２２年６月１６日）に近接

した平成２３年３月期（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）は，６１０

億９７００万円であり，そのうち水処理エンジニアリング事業は４０６億１８００

万円，薬品事業を含む機能商品事業は２０４億７９００万円である。本件商標の登

録査定日（平成２３年５月１３日）に近接した平成２４年３月期（平成２３年４月

１日～平成２４年３月３１日）の売上高は，６８５億０２００万円であり，そのう

ちの水処理エンジニアリング事業は４９０億９６００万円，機能商品事業は１９４

億０５００万円である。（甲７，８） 

また，平成２０年度の超純水製造装置の市場占有率は約３０％，純水・超純水製

造装置に組み込まれる電気再生式イオン交換装置の市場占有率は約１５％，ボイラ

用水・冷却水向け薬品の市場占有率は約８％であり，いずれも当該業界で第２位又

は第３位の市場占有率を有している。（甲１５） 

   エ グループ企業としての事業展開等 

被告は，平成２３年３月の時点において，子会社２１社，関連会社２社及び東ソ
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ー（親会社）で構成されるグループを形成し，被告の子会社の多くは，社名に「オ

ルガノ」の文字を冠している。そして，被告は，主力となる事業に加え，幅広い分

野での経営の多角化を進めるとともに，海外に関連会社を有し，国際的な事業展開

も行っている。（甲６，７） 

   オ メディアにおける事業内容の紹介 

被告は，新聞，雑誌等を含むメディアにたびたび取り上げられ，その事業内容が

紹介されている。（甲８４，１００～１２７） 

例えば，２００５年（平成１７年）５月２６日付け日経産業新聞には，「国内大手

の栗田工業とオルガノ 水処理，中国でも激突」との見出しの記事が掲載された（甲

１０２）ほか，２００８年（平成２０年）２月５日号の「エコノミスト」には，「工

場排水についても，栗田工業やオルガノ，三菱重工業などの水処理プラントの海外

での出番が増えている。」などの記事が掲載された（甲１０４）。また，２００６年

（平成１８年）９月１８日から同２２日まで，「フジサンケイ ビジネスアイ」の「明

日への布石」と題する特集記事において，５回にわたり被告の事業を紹介する記事

が掲載され，その際には使用商標２も表示された（甲１０５～１０９）。 

   カ 被告による広告宣伝 

被告は，昭和３９年から本件商標の登録査定日に至るまでの間に，複数の全国紙

において，題字広告（１面の新聞紙名の真下に表示される広告）として「オルガノ」

の文字を大きく表示した広告を長期間にわたって継続して行った。（甲８０～８３） 

 また，被告は，本件商標の登録査定日までの間に，「工業用水」（平成１６年５月

２０日発行，甲９０の１），「ＰＨＡＲＭ ＴＥＣＨ ＪＡＰＡＮ」（平成１６年１２

月１日発行，甲９０の２），「Ｎｅｗ Ｆｏｏｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ」（平成１９年４

月１日発行，甲９０の４），「水と水技術」（２０１０年（平成２２年）７月１５日発

行，甲９０の６）等の雑誌に，使用商標１を表示して広告を行った。 

 引用商標及び被告商標の周知著名性 

以上によると，①被告は，我が国における総合水処理エンジニアリング分野にお
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ける最大手企業の一つであり，その設立以来，「オルガノ」及びその英語表記である

「ＯＲＧＡＮＯ」をハウスマークとして使用していること，②被告の事業の主力は

水処理装置事業であるが，薬品事業を含む機能商品事業の規模も大きく，被告の主

な商品の市場占有率は高いこと，③被告の薬品事業は，水処理薬品を中心にするも

ので，水処理装置事業とは密接な関連性を有するということができること，④被告

は２０社以上からなるグループ企業を構成し，その子会社の多くは「オルガノ」の

文字を冠する社名を用いているほか，幅広い分野で事業を営み，国際的な事業展開

も行っていること，⑤被告は，たびたびメディアに取り上げられ，その事業内容が

一般に広く紹介されていること，⑥被告は，新聞や雑誌において，「オルガノ」の文

字や使用商標１を使用して継続的に宣伝広告を行い，特に，新聞広告については，

長期間にわたり全国紙に題字広告を掲載するという目立つ態様のものであったこと，

以上の各事実を認めることができる。 

これらの事実によると，「オルガノ」及びその英語表記である「ＯＲＧＡＮＯ」の

表示は，被告の略称又はハウスマークを表示するものとして，本件商標の登録出願

日前から，取引者，需要者に広く知られるようになっており，それに伴い，「オルガ

ノ」又はその英語表記である「ＯＲＧＡＮＯ」を含む使用商標についても，同時点

までの間に，取引者，需要者に広く知られて周知，著名となっていたと認めるのが

相当である。 

そして，使用商標は，ほぼ同大の図形部分及び「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」

の文字部分から構成されているところ，このうち図形部分からは特段の観念や称呼

が生じないのに対し，「ＯＲＧＡＮＯ」及び「オルガノ」という文字部分は，その称

呼が被告の略称及びハウスマークと同一であり，商品及び役務の出所を取引者，需

要者に強く印象付ける部分であると考えられる。そうすると，使用商標のうち，「Ｏ

ＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」の文字部分は，図形部分とは独立して出所識別標識

としての機能を果たすものということができる。 

 したがって，使用商標の文字部分からなる被告商標についても，被告の水処理装
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置事業及びこれと密接に関係する薬品事業を表示するものとして，本件商標の登録

出願日前から，周知，著名であり，本件商標の登録査定日においても同様であった

と認められる。  

 原告の主張について 

 これに対し，原告は，①被告商標は，水処理装置事業の分野では周知であるとし

ても，薬品の分野においては，周知，著名ではない，②被告が行ってきた宣伝広告

は一般的な企業活動の一環にすぎず，新聞紙上に掲載した題字広告には「ＯＲＧＡ

ＮＯ」の表示はなく，被告の取り扱う薬品類を表示しているものもない，③取引者，

需要者は，使用商標の「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」の文字部分よりも水玉模

様の図形に注意をひかれる，④被告商標は，特許情報プラットフォームの「日本国

周知，著名商標」に掲載されておらず，「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」について

の登録防護標章も存在しないなどと主張し，被告商標が周知，著名であることを争

う。 

ア しかし，上記①については，前記認定のとおり，薬品事業を含む機能商

品事業は，その事業規模が大きく，水処理装置事業と並ぶ被告の主力事業であると

いうことができる上，被告の水処理装置事業と薬品事業は密接な関連性を有してい

るのであるから，被告の水処理エンジニアリング事業が広告宣伝等により取引者，

需要者に広く知られるようになるとともに，薬品事業についても，本件商標の登録

出願日前から広く取引者，需要者に知られるようになっていたと認めるのが相当で

ある。 

イ 上記②については，一般的に，長期間にわたり継続的に行われる宣伝広

告は，商標が一般に広く知られる上で効果的な方法であり，特に，新聞広告は，全

国紙に題字広告を掲載するという目立つ態様の広告が長期間にわたり行われたもの

であって，その間に「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」という被告商標の表示も一

般に広く知られるようになったものと認めるのが相当である。 

原告は，上記の題字広告には「ＯＲＧＡＮＯ」の表示はなく，薬品類も表示され
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ていないと主張するが，前記認定のとおり，被告は，新聞広告に加えて，雑誌にお

いて，「ＯＲＧＡＮＯ」の文字を含む使用商標１を表示して広告宣伝を行うとともに，

その事業内容はメディアにたびたび取り上げられて一般に広く紹介されているので

あるから，題字広告に係る「オルガノ」という表示のみならず，「ＯＲＧＡＮＯ」と

いう表示についても一般に広く知られるようになったと認めるのが相当である。ま

た，薬品事業については，上記ア判示のとおりであって，題字広告に薬品類の表示

がないからといってこの認定が左右されることはない。 

ウ 上記③については，前記判示のとおり，使用商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」

又は「オルガノ」の文字は，図形部分とは独立して出所識別標識としての機能を果

たすものと認めるのが相当である。 

エ 上記④については，特許情報プラットフォームの「日本国周知，著名商

標」に被告商標が掲載されていないこと，及び，「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」

が防護標章登録されていないことのみをもって，被告商標の周知著名性を認定する

妨げとはなるものではない。 

オ したがって，原告の主張は，いずれも理由がない。  

 ２ 取消事由１（無効理由１についての判断の誤り）について 

 ⑴ 本件商標と引用商標との類否について 

本件商標「ＯＲＧＡＮＯ ＳＣＩＥＮＣＥ」は，「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮ

ＣＥ」の結合商標と認められるところ，結合商標については，その構成部分の一部

を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断するこ

とは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支

配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識と

しての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべき

である（最高裁平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁

参照）。 

   ア 分離観察の適否について 
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 そこで，まず，本件商標の「ＯＲＧＡＮＯ」という部分が，取引者，需要者に対

し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められるか

どうかについて検討する。 

 本件商標の「ＯＲＧＡＮＯ」及び「ＳＣＩＥＮＣＥ」は，それぞれアルファベッ

ト６文字及び７文字から構成され，各部分の間に１文字程度の間隔があり，これら

の文字は，外観上分離して看取することができる上，「オルガノサイエンス」の称

呼は，やや冗長である。 

そして，本件商標の各構成部分のうち，「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分は，単独の言

葉として用いられていると認めるに足りる証拠はない。また，同文字部分は，「器官」，

「有機の」を意味する接頭語として英和辞典に掲載され（甲２１２，２１３），化学

用語として用いられることがある（甲２１４）との事実は認められるものの，その

使用例は限定的であり，「ａｑｕａ」「ａｕｄｉｏ」「ａｕｔｏ」などの接頭語と比べ

ても，我が国においてその意味が広く知られるに至っていると認めることはできな

い。また，その片仮名表記である「オルガノ」の語は，広辞苑に掲載されていない

（甲１３４の１）など，我が国において一般によく知られていない言葉である。そ

して，これらの事実に，前記１認定のとおり，「オルガノ」及び「ＯＲＧＡＮＯ」が

被告の略称又はハウスマークとして周知，著名であったことを総合すると，「ＯＲＧ

ＡＮＯ」は，被告の略称又はハウスマークを示す標記としての印象が強いというべ

きである。 

他方，本件商標中の「ＳＣＩＥＮＣＥ」の文字部分は，「科学」を意味する英単語

として我が国において広く知られているものであり，その片仮名表記についても，

広辞苑に掲載されるなど（甲１３４の２），同様に広く知られていると認められる。

このように，「ＳＣＩＥＮＣＥ」の文字は，社会に広く浸透した一般的な用語であっ

て，その指定商品・指定役務に照らしても，さほど強い識別機能を有しないという

べきである。 

以上のとおり，本件商標を構成する「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」の各
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文字は，その識別力という面で大きな差があり，「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分が，取

引者，需要者に対し，商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与え

る要部であるというべきであるから，本件商標については，この部分を抽出して引

用商標と比較して類否判断をすることが相当である。 

   イ 本件商標と引用商標との対比判断 

 商標の類否は，対比される両商標の外観，観念，称呼等によって取引者に与える

印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきところ（最高裁昭和４３年２月

２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照），本件商標は，その構成中の

「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分が要部ということができるから，その要部と引用商標

を対比することとなる。 

本件商標は，その要部から「オルガノ」の称呼をも生じ，「ＯＲＧＡＮＯ」は，前

記のとおり，我が国において，一般的に知られた言葉ではないことから，特定の観

念は生じないというべきである。他方，引用商標は，いずれも「オルガノ」の称呼

を生ずるものであり，本件商標と同様に特定の観念は生じない。  

 本件商標の要部と引用商標を比較すると，観念においては比較することはできな

いものの，引用商標１及び２は，本件商標と「オルガノ」という呼称において一致

し，引用商標１については，更に本件商標とは外観においても類似しているという

ことができるので，本件商標と引用商標は，類似する商標と認めるのが相当である。  

   ウ 原告の主張について 

 これに対して，原告は，①本件商標のうち「ＯＲＧＡＮＯ」という部分は，「有機

の」又は「器官」を意味する一般的な英単語にすぎず，また，被告の商号は「有機

の」という意味合いを込めて名付けられたものである，②「ＳＣＩＥＮＣＥ」とい

う文字部分は，指定商品との関係において出所識別力を有する，③本件商標は二つ

の構成部分を標準文字として一連一体に表したものであり，文字の大きさ，書体等

も同一であり，その称呼を一呼吸で発音することができる上，全体として「有機の

科学」という不可分一体の観念が生ずるなどの理由から，本件商標のうち「ＯＲＧ
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ＡＮＯ」の文字部分を要部として抽出して類否判断をした審決は誤りであると主張

する。 

 しかし，上記①については，「ＯＲＧＡＮＯ」の文字部分は，「器官」

又は「有機の」を意味する英語の接頭語であることは認められるものの，この語が

単独の言葉として用いられていると認めるに足りる証拠はなく，接頭語としても，

我が国においてその意味が広く知られるに至っていると認めることはできないこと

は前記判示のとおりであって，このことは，「オルガン」や「オルガニズム」が辞書

に登載されていたり，「オルガノクレイ」や「オルガノギルド」という語が使用され

ていることがあるとしても左右されない。 

また，原告は，被告の商号が「有機の」という意味合いを込めて名付けられたも

のであることを指摘するが，これは商号名の命名の由来にすぎず，このことから直

ちに，被告の商号の略称である「オルガノ」が「有機の」を意味する言葉として，

我が国において一般によく知られていると認めることはできない。 

    上記②については，「サイエンス」が「科学」を意味することが我が国

において広く知られていることは，前記判示のとおりであり，本件商標の指定商品

である化合物等との関係を考慮しても，自他識別力が強いということはできない。 

     上記③については，本件商標を構成する二つの部分の文字の大きさ，

書体等が同一であることは認められるものの，各部分の間に１文字程度の間隔があ

り，全体の称呼もやや冗長であることから，本件商標が一連一体であって分離して

観察することができないということはできず，また，「ＯＲＧＡＮＯ」という語が我

が国において十分に知られていないことに照らすと，本件商標から「有機の科学」

という不可分一体の観念が生ずると認めることもできない。前記判示のとおり，本

件商標を構成する「ＯＲＧＡＮＯ」と「ＳＣＩＥＮＣＥ」の各文字の間には，その

識別力の点において大きな差異があり，「ＯＲＧＡＮＯ」がその要部であると認める

のが相当である。 

     したがって，原告の主張は，いずれも理由がない。 
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   エ 小括 

 したがって，本件商標と引用商標とは類似しているものと認められるとの審決の

判断は相当である。 

 ⑵ 指定商品等の類否について 

指定商品の類否については，本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は，いず

れも「化学剤」を含んでいる点において共通するので，両商標は，その指定商品が

類似しているということができる。 

 これに対し，原告は，引用商標の現在の指定商品である「化学剤」は，被告が引

用商標の登録後に権利放棄した「無機工業薬品，有機工業薬品」に含まれるから，

引用商標は指定商品のない，いわば空権化した商標であると主張するが，引用商標

については，いずれも，指定商品を第１類「界面活性剤，化学剤」とする書換登録

が有効にされているのであるから，原告の主張は理由がない。 

また，原告は，引用商標の「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」という文字は，指

定商品等の品質，効能自体を表示するものであるので，商標法２６条に規定する商

標権の効力が及ばないものとして後願排除効を制限すべきであると主張するが，こ

れらの文字が指定商品等の品質，効能自体を表示するものということはできないの

であり，原告の主張は理由がない。 

 ⑶ 結論 

したがって，本件商標が商標法４条１項１１号に違反して登録されたものである

との審決の判断は相当である。 

 ３ 取消事由２（無効理由２についての判断の誤り）について 

商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるお

それがある商標」とは，当該商標をその指定商品等に使用したときに，当該商品等

が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれ（狭義の混同を生ずるおそれ）

がある商標のみならず，当該商品等が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会

社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属す
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る関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（広義の混同を

生ずるおそれ）がある商標を含むものと解するのが相当である。そして，「混同を生

ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周

知著名性や独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との

間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者，需要者の共

通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者，需要者にお

いて普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最高裁

平成１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８４８頁参照）。 

 これを本件についてみると，以下のとおりである。 

  ⑴ 本件商標と引用商標との類似性の程度について 

 本件商標と引用商標が類似していることは，前記判示のとおりであるから，本件

商標と被告商標も類似していると認められる。 

  ⑵ 被告商標の周知著名性について 

被告商標は，被告の水処理装置事業及びこれと密接に関連する薬品事業を表示す

るものとして，本件商標の登録出願日前から周知，著名であり，本件商標の登録査

定日においても同様であったと認められることは，前記判示のとおりである。 

 ⑶ 被告商標の独創性について 

「ＯＲＧＡＮＯ」は「器官」又は「有機の」を意味する英語の接頭語であるが，

我が国においては，その意味が広く知られているとはいえないこと，「オルガノ」

の語も我が国において一般によく知られていない言葉であることは，前記判示のと

おりであり，これによると，「ＯＲＧＡＮＯ」又は「オルガノ」からなる被告商標

は，一定程度の独創性を有するというべきである。 

  ⑷ 商品間又は役務と商品の関連性について 

ア 本件商標の指定商品等のうち「化学剤」以外のものは，本件商標登録出

願時及び登録査定時においては，第１類「芳香族有機化合物，脂肪族有機化合物，

有機ハロゲン化物，アルコール類，フェノール類，エーテル類，アルデヒド類及び
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ケトン類，有機酸及びその塩類，エステル類，窒素化合物，異節環状化合物，有機

リン化合物，有機金属化合物，原料プラスチック，有機半導体化合物，導電性有機

化合物」及び第４０類「有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処

理」であったことは，前記認定のとおりである。 

他方，被告が，薬品事業として，様々な有機化合物や無機化合物を含む，重金属

固定剤，洗浄剤，除菌剤，消臭剤，消泡剤，非イオン性界面活性剤除去剤，高分子

凝集剤，不純物除去剤，給水用防錆剤，過酸化水素分解剤，次亜塩素酸ナトリウム

剤，燃料添加剤，ボイラ処理剤，防食剤，冷却水処理剤等の製造，販売を行ってい

ることも，前記認定のとおりである。 

被告の製造，販売する上記商品のうち，本件商標の指定商品である化合物を含む

薬品としては，①「芳香族有機化合物」であるタンニンを主成分とするボイラ水処

理剤（甲４８，５３，５４）及び同化合物であるスチレンとジビニルベンゼンの共

重合体であるイオン交換樹脂（甲７８，７９），②「脂肪族有機化合物」の一種であ

る脂肪酸エステルを主成分とする消泡剤（甲３６），③「有機ハロゲン化合物」の一

種である有機窒素ハロゲン化合物を主成分とするスライムコントロール剤（甲６２），

④「アルコール類」の一種である高級アルコールを主成分とする消泡剤（甲３６），

⑤「フェノール類」の一種であるフェノール樹脂を主成分とする非イオン性界面活

性剤除去剤（甲３７），⑥「有機酸及びその塩類」として有機酸を主成分とする洗浄

剤（甲７４），⑦「エステル類」の一種である脂肪酸エステルを主成分とする消泡剤

（甲３６），⑧「窒素化合物」の一種であるアミンを主成分とする蒸気，復水系防食

剤（甲５１），⑨「異節環状化合物」の一種であるアゾールを主成分とする冷却水処

理剤（甲６５～６８）などがある。 

このように，被告の製造，販売している薬品は，有機化合物を成分として含むも

のが相当程度存在するから，本件商標の指定商品のうち，第１類の様々な有機化合

物と同一又は類似であるということができ，また，被告による薬品の製造は，本件

商標の指定役務である第４０類の「有機化合物の合成及び加工処理」に該当するこ
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とから，本件商標の指定商品・指定役務と被告の事業に係る商品・役務とは，密接

に関連しているというべきである。 

イ これに対して，原告は，①本件商標の指定商品は，全て引用商標につい

て被告が権利放棄した範囲に含まれる，②被告の商品は，工業薬品の混合物であり，

顧客の商品を生産する過程で使用，廃棄されるのに対し，原告の商品は単一の有機

化合物であり，そのほぼ全てが原告の顧客の商品に納められ，その一部となるもの

であるから，本件商標の指定商品と被告の製造する商品は，その性質，用途及び目

的が全く異なると主張する。 

     しかし，上記①については，そもそも，商標法４条１項１５号の適用

において，本件商標と対比すべきは，「他人の業務に係る商品又は役務」における表

示であるから，本件商標の指定商品が全て引用商標について被告が権利放棄した範

囲に含まれるかどうかは，同号の出所混同の有無の判断に影響を及ぼさないという

べきである。 

     上記②については，原告の商品と被告の商品とが，顧客の使用態様や

有機化合物の単一性の点について相違しているとしても，被告の製造，販売してい

る薬品に成分として含まれる有機化合物が，本件商標の指定商品に属する有機化合

物と共通するものであると認められる以上，本件商標の指定商品・指定役務と被告

の製造，販売する商品・役務との間に密接な関連性があるとの前記認定を左右しな

いというべきである。 

  ⑸ 取引者，需要者の共通性その他取引の実情について 

   ア 前記のとおり，被告の主な事業は，水処理エンジニアリング事業と薬品

事業を含む機能商品事業であり，具体的には，産業用水処理設備，上下水道関連設

備，環境関連設備，地下水・土壌浄化関連設備，産業プロセス関連設備，標準型水

処理機器関連設備，水処理関連薬品，食品添加剤，サービス事業を主に行っている

ことから，その取引者，需要者は，半導体や液晶等の電子産業をはじめ，用水製造

や排水処理等の水処理プラント，各種製造業，サービス業，発電所，国の機関，自
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治体，一般消費者等であると認められる。 

 他方，本件商標の指定商品・指定役務の取引者，需要者としては，指定商品であ

る化合物を製品原料などとして必要とする各種製造業者が想定されるところ，化合

物を原料などとして必要とする製造業者には，水処理設備，水処理装置又は水処理

薬品を必要とする者が相当程度含まれるものと考えられる。 

 したがって，被告の商品等の取引者，需要者と，本件商標の指定商品等の取引者，

需要者とは，共通するところが多いものといえる。 

   イ これに対して，原告は，水処理関係に係る分野においては，取引者，需

要者の共通性よりも取引の実情に注目すべきであり，原告の商品等の取引者，需要

者は，原告の生産能力，安全性等を事前に調査した上で，原告を特定して取引関係

に入るから，被告との間で混同を生ずるおそれはないと主張する。 

 しかし，仮に，取引者，需要者が原告の主張するようにして原告と取引関係に入

るとしても，原告が被告とは別の会社であることを明確に認識するとは限らないと

いうべきであるから，本件商標を指定商品・指定役務に使用した場合，本件商標を

使用した商品・役務が被告のグループ企業に係るものであると誤信されるおそれは

あるというべきである。 

⑹ 多角経営について 

被告は，前記のとおり，平成２３年３月の時点において，子会社２１社，関連会

社２社を有し，国際的な事業展開も行っていて，様々な事業を行っているものと認

められ，これによると，被告は，多角的に事業を展開していると認められる。 

 ⑺ 結論 

 以上のとおり，本件商標と被告商標とは，類似している上，被告商標は，一定程

度の独創性を有し，周知，著名であり，また，本件商標の指定商品・指定役務と被

告の業務に係る商品・役務とは密接に関連し，本件商標の指定商品・指定役務の取

引者，需要者と被告の業務に係る商品・役務の取引者，需要者とは共通し，被告は

多角経営を行っているから，本件商標の指定商品・指定役務の取引者，需要者にお
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いて普通に払われる注意力を基準とすれば，本件商標を「化学剤」以外の指定商品・

指定役務に使用したときには，被告の商品・役務に係るものであると誤信され，混

同を生ずるおそれがあるといえる。 

したがって，本件商標が商標法４条１項１５号に違反して登録されたものである

との審決の判断は相当である。 

第６ 結論 

よって，原告の請求には理由がないから，これを棄却することとして，主文のと

おり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第２部 

 

 

 

       裁判長裁判官                       

                  森       義   之 

 

 

 

          裁判官                       

                  佐   藤   達   文 

 

 

 

          裁判官                       

                  森   岡   礼   子 


